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令和５年５月12日 

各 位 

会社名 株式会社ウェッジホールディングス  

代表者名 代表取締役社長兼CEO 此下 竜矢 

（コード2388 東証グロース市場）      

問合せ先 開示担当            小竹 康博 

（TEL 03-6225-2161）                      

 

JTAによるタイ及びシンガポールでの 

裁判所への申立てに関するGLの見解 

 

当社の持分法適用関連会社である Group Lease PCLが昨日開示した内容に関して見解を発表し

ておりますので日本語にしてお知らせします。下記の翻訳をご参照ください。 

 

（以下 GLによるプレスリリースの内容の日本語訳となります） 

（原文：https://grouplease.international/7635/） 

 

プレスリリース 

2023年５月 12日 

 

JTAが GLHの清算と GLの会社更生を求める申立てを提出 

 

Group Lease Public Company Limitedの Deputy CEOである此下竜矢氏は、「先月 4月、JTA

はシンガポールで Group Lease Holdings（GLH）の清算申立書を提出し、タイでも Group Lease PCL

（GL）を再生させる申立書を提出しました。タイの裁判所が JTAの GLに対する申立書を受理せ

ず、発生した費用の支払いを JTAに命じましたことに、感謝しております。私たちはシンガポー

ルの裁判所がタイの裁判所と同様の結論を出してくれることを希望しています。JTAが悪意をも

って、強欲に欲求満たそうと破産裁判を利用して GLとその他会社に損害を与えようとしており、

これは典型的な法制度の乱用だと、私は考えています。」と述べています。 

 

Group Lease Public Company Limitedの CEOである石神理貴氏は、「JTAがこのような手口で

当社に損害を与えようとするのは、今回が初めてではありません」と述べています。「2019年、

タイの中央破産裁判所は GLに対する JTAの会社更生申立を棄却し、JTAは最高裁まで上告し続

け、最終的に JTAの請求を棄却しました。今、JTAは再び同様の試みをしています。私たちは、

タイとシンガポールの両方で、こうした虚偽の主張に対して戦い続けます。改めて、タイの裁判

所が JTAの最近の申立てを却下したことに感謝いたします。」 

 

以 上 

https://grouplease.international/7635/

